
住所　　松山市勝山町２丁目１番地
株式会社　 　　愛　　媛　　 銀　　行

頭　　　取　　 　中　山　　紘　治　郎

（単位：百万円）

　金        額 　金        額

37,962 1,612,492

現 金 24,671 58,853

預 け 金 13,290 472,517

101,279 6,381

132 25,411

87 974,241

商 品 国 債 77 10,194

商 品 地 方 債 9 64,893

285,878 35,201

国 債 175,251 19,542

地 方 債 34,332 19,542

社 債 46,842 6

株 式 27,202 2

そ の 他 の 証 券 2,249 3

1,313,583 13,000

割 引 手 形 12,811 8,915

手 形 貸 付 127,434 741

証 書 貸 付 1,080,866 2,927

当 座 貸 越 92,471 1,351

2,920 18

外 国 他 店 預 け 2,495 54

買 入 外 国 為 替 25 320

取 立 外 国 為 替 399 3,502

3,363 39

前 払 費 用 113 318

未 収 収 益 1,556 58

金 融 派 生 商 品 61 5,647

そ の 他 の 資 産 1,632 9,578

30,609 1,704,800

建 物 7,005

土 地 22,232 19,078

リ ー ス 資 産 142 13,213

建 設 仮 勘 定 2 13,213

その他の有形固定資産 1,225 32,325

920 5,284

ソ フ ト ウ エ ア 576 27,040

リ ー ス 資 産 148 35

その他の無形固定資産 196 24,253

9,118 2,752

9,578 △ 207

△ 16,460 64,410

2,908

0

6,855

9,763

74,173

1,778,973 1,778,973

平成22年6月29日

第 １ ０ ６ 期 決 算 公 告

貸借対照表（平成22年3月31日現在）

現 金 預 け 金 預 金

コ ー ル ロ ー ン

科        目 科        目

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

当 座 預 金

普 通 預 金

貯 蓄 預 金

未 払 費 用

買 入 金 銭 債 権

借 用 金

商 品 有 価 証 券

外 国 為 替

定 期 積 金

譲 渡 性 預 金

通 知 預 金

定 期 預 金

そ の 他 の 預 金

借 入 金

売 渡 外 国 為 替

未 払 法 人 税 等

有 価 証 券

社 債貸 出 金

そ の 他 負 債

外 国 為 替

前 受 収 益

給 付 補 て ん 備 金

未 払 外 国 為 替

金 融 派 生 商 品

そ の 他 の 負 債

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

リ ー ス 債 務

睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金

役 員 賞 与 引 当 金

負 債 の 部 合 計

資 本 準 備 金

そ の 他 資 産

再評価に係る繰延税金負債

利 益 準 備 金

有 形 固 定 資 産

（ 純 資 産 の 部 ）

資 本 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

支 払 承 諾

その他有価証券評価差額金

貸 倒 引 当 金

繰 延 税 金 資 産

支 払 承 諾 見 返

有形固定資産圧縮積立金

別 途 積 立 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

無 形 固 定 資 産

純 資 産 の 部 合 計

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式

土 地 再 評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

株 主 資 本 合 計



（単位：百万円）

40,181
33,913

貸 出 金 利 息 30,233
有 価 証 券 利 息 配 当 金 3,458
コ ー ル ロ ー ン 利 息 83
預 け 金 利 息 67
金利スワップ受入利息 15
そ の 他 の 受 入 利 息 54

3,359
受 入 為 替 手 数 料 1,246
そ の 他 の 役 務 収 益 2,113

1,628
外 国 為 替 売 買 益 289
商 品 有 価 証 券 売 買 益 1
国 債 等 債 券 売 却 益 1,307
金 融 派 生 商 品 収 益 26
そ の 他 の 業 務 収 益 3

1,279
株 式 等 売 却 益 682
そ の 他 の 経 常 収 益 597

34,076
4,339

預 金 利 息 3,523
譲 渡 性 預 金 利 息 180
借 用 金 利 息 301
社 債 利 息 313
そ の 他 の 支 払 利 息 20

2,898
支 払 為 替 手 数 料 243
そ の 他 の 役 務 費 用 2,655

128
国 債 等 債 券 売 却 損 12
社 債 発 行 費 償 却 40
そ の 他 の 業 務 費 用 75

20,396
6,313

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,478
貸 出 金 償 却 3,044
株 式 等 売 却 損 287
株 式 等 償 却 565
そ の 他 の 経 常 費 用 937

6,104
123

固 定 資 産 処 分 益 3
償 却 債 権 取 立 益 119

162
固 定 資 産 処 分 損 39
減 損 損 失 122

6,065
688
2,116

2,805
3,260

役 務 取 引 等 費 用

経 常 収 益

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用
資 金 調 達 費 用

損益計算書
平成21年4月 1日から

平成22年3月31日まで

資 金 運 用 収 益

科           目 金    　　　　　　　    額

そ の 他 業 務 費 用

営 業 経 費
そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益

法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 利 益

特 別 利 益

特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 利 益
法 人 税 、住 民 税 及 び事 業 税

法 人 税 等 合 計



 

重要な会計方針 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

  商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・子

法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のある株

式等については決算期末月１カ月の市場価格等の平均に基づいて算定された額により、また、それ以外に

ついては、決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、時価を把握すること

が極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

(2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の

評価は、時価法により行っております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

  デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、定率法（ただし、平成 10 年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）に

ついては定額法）を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。            

建 物  ３８年～５０年 

      その他   ３年～２０年 

 (2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、行内に

おける利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

 (3) リース資産 

    所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産

は、リース期間を耐用年数とした定額法によっております。なお、残存価額については、リース契約上に

残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

５．繰延資産の処理方法 

  社債発行費は支出時に全額費用として処理しております。 

６．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

  外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

７．引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

    破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権

及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお

書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額

を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可

能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、

担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総

合的に判断し必要と認める額を計上しております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上

しております。 

    すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、本部査定部署が２

次査定を実施した後、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基



 

づいて上記の引当を行っております。 

    なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保

証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額してお

り、その金額は１５,７４６百万円であります。 

 (2) 役員賞与引当金 

    役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当事

業年度に帰属する額を計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方

法は以下のとおりであります。 

過去勤務債務    その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定額

法により費用処理 

数理計算上の差異  各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定額法

により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理 

  （会計方針の変更） 

    当事業年度末から「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第 19 号平成

20 年７月 31 日）を適用しております。 

    なお、従来の方法による割引率と同一の割引率を使用することとなったため、当事業年度の財務諸表

に与える影響はありません。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見

積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。 

 (5) 睡眠預金払戻損失引当金 

    睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、

将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 

８．リース取引の処理方法 

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成 20 年４月１日前に開始する事業

年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

９．ヘッジ会計の方法 

 (1) 金利リスク・ヘッジ 

ヘッジ会計の方法は、一部の資産・負債に金利スワップの特例処理を行っております。 

 (2) 為替変動リスク・ヘッジ 

    外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨

建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第

25 号。以下「業種別監査委員会報告第 25 号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッ

ジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワ

ップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合う 

ヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価してお

ります。 

10．消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）の会計処理は、税抜方式によっております。 

   

 

 

 

 



 

会計方針の変更 

（金融商品に関する会計基準） 

  当事業年度末から「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号平成 20 年３月 10 日）を適用してお

ります。これによる財務諸表への影響は軽微であります。 

 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式及び出資総額       １,４６９百万円 

２．貸出金のうち、破綻先債権額は５,２０６百万円、延滞債権額は３７,０３０百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又

は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分

を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）第 96

条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

  また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図るこ

とを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は７８４百万円であります。 

  なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出

金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は８,３８６百万円であります。 

     なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支

払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債

権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は５１,４０７百万円

であります。 

  なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

６．手形割引は、業種別監査委員会報告第 24 号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入

れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しております

が、その額面金額は１２,８３７百万円であります。 

７．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

   有価証券        ２,４２１百万円 

担保資産に対応する債務 

   預  金        ２,５９１百万円 

     上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券     

４１,１２０百万円を差し入れております。 

     また、その他資産のうち保証金は２２１百万円であります。 

８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、

契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約でありま

す。これらの契約に係る融資未実行残高は、１６２,９０８百万円であります。このうち契約残存期間が１年

以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）が１６２,２５６百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ず

しも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情

勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約

極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動

産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に（半年毎に）予め定めている行内手続に基づき顧客

の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 



 

９．土地の再評価に関する法律（平成 10 年３月 31 日公布法律第 34 号）に基づき、事業用の土地の再評価を行

い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に

計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

  再評価を行った年月日          平成 10 年３月 31 日 

  同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年３月 31 日公布政

令第 119 号）第２条第４号に定める地価税法第 16 条に規定す

る地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定す

るために国税庁長官が定めて公表した方法に基づいて奥行価

格補正等合理的な調整を行って算出。 

          同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額は当該事業用土

地の再評価後の帳簿価額の合計額を９,９６９百万円下回っております。 

10．有形固定資産の減価償却累計額    １９,１２８百万円 

11．有形固定資産の圧縮記帳額       １，３８４百万円 

12．借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金１２,３００

百万円が含まれております。 

13．社債は、劣後特約付社債１３,０００百万円であります。 

14．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行の

保証債務の額は５,２９８百万円であります。 

15．１株当たりの純資産額  ４１８円４０銭 

16．取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額－百万円 

17．取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債務総額－百万円 

18．貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機の一部及びその周辺機器ほかについては、所有権移転外

ファイナンス・リース契約により使用しております。 

1．取得原価相当額 有形固定資産 １,７２９ 百万円 

 無形固定資産 ０ 百万円 

 合 計 １,７２９ 百万円 

2．減価償却累計額相当額 有形固定資産 １,３２０ 百万円 

 無形固定資産 ０ 百万円 

 合 計 １,３２０ 百万円 

3．期末残高相当額 有形固定資産 ４０９ 百万円 

 無形固定資産 ０ 百万円 

 合 計 ４０９ 百万円 

4．未経過リース料 １年内 ２０７ 百万円 

  期末残高相当額 １年超 ２０２ 百万円 

 合 計 ４０９ 百万円 

5．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

  支払リース料 ２７８ 百万円  

  減価償却費相当額 ２７８ 百万円  

6．減価償却費相当額の算定方法    

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっており

ます。 

7．利息相当額の算定方法    

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、利息法によっております。 

19．関係会社に対する金銭債権総額     ３,５０６百万円 

20．関係会社に対する金銭債務総額           ６１百万円 

 



 

21.銀行法第 18 条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。 

  剰余金の配当をする場合には、会社法第 445 条第４項（資本金の額及び準備金の額）の規定にかかわらず、

当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に５分の１を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として

計上しております。 

  当事業年度における当該剰余金の配当に係る利益準備金の計上額は１０６百万円であります。 

22．単体自己資本比率（国内基準）      ９.２４％ 

 

 

（損益計算書関係） 

１．関係会社との取引による収益 

資金運用取引に係る収益総額            ９７百万円 

役務取引等に係る収益総額             ２２百万円 

その他業務・その他経常取引に係る収益総額     ２３百万円 

その他の取引に係る収益総額             －百万円 

  関係会社との取引による費用 

資金調達取引に係る費用総額             ０百万円 

役務取引等に係る費用総額            ８０１百万円 

その他業務・その他経常取引に係る費用総額    １,１８０百万円 

その他の取引に係る費用総額             －百万円 

２．１株当たり当期純利益金額   １８円３８銭 

３．継続的な地価の下落等により、以下の資産グループについて帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額

１２２百万円を減損損失として特別損失に計上しております。 

地域 主な用途 種類 減損損失 

中四国地域 社宅等 土地 122 百万円  

資産のグルーピングの方法は、管理会計上の最小区分である営業店単位（ただし出張所は母店にグルーピ

ング）で行っております。 

資産のグループの回収可能額は正味売却価額により測定しており、「不動産鑑定評価基準」(国土交通省平

成 14 年７月３日)に準拠して評価した額から処分費用見込額を控除して算定しております。 

４．関連当事者との取引 

     子会社 

会社等の 

名称 
住所 

資本金 
(百万円) 

事業内容 

議決権

等の所

有割合 

関連当事者

との関係 
取引金額 
(百万円) 

取引の 

内容 
期末残高 
(百万円) 

㈱愛媛ジェ

ーシービー 

愛媛県 

松山市 
50 

クレジットカ

ード業務・ 

保証業務 

90％ 

・役員の兼

任(3 人) 

・金銭貸借

預金取引 

・支払承諾 

保 証 料 の 

支払  802 

代位弁済の

受入  660 

当行貸

出金の

被保証 

被保証残高

146,760 

    取引条件及び取引条件の決定方針等 

     保証会社である㈱愛媛ジェーシービーは、各商品の保証料率に応じて債務者の弁済能力等を合理的に

判断し、保証の諾否を決定しております。 

 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

１．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (単位：千株) 

 
前事業年度末 

株式数 

当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度末

株式数 
摘  要 

自己株式      

  普通株式 508 31 0 540 
単元未満株式の 

買取及び売却 

 



 

２．「その他利益剰余金」のうち「任意積立金」について合計額により記載しておりますが、その内訳は次のと

おりであります。 

 前事業年度末残高 当事業年度変動額 当事業年度末残高 

有形固定資産 

圧縮積立金 
35 百万円 △0 百万円 35 百万円 

別途積立金 27,253 百万円 △3,000 百万円 24,253 百万円 

 

 

（有価証券関係） 

貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証券」、及び「預け金」

中の譲渡性預け金が含まれております。 

１．売買目的有価証券(平成 22 年３月 31 日現在) 

   当事業年度の損益に含まれた 

評価差額(百万円) 

売買目的有価証券 1 

２． 満期保有目的の債券(平成 22 年３月 31 日現在) 

 
種類 

貸借対照表 

計上額(百万円) 

時価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

時価が貸借対

照表計上額を

超えるもの 

国債 － － － 

地方債 5,900 6,053 153 

短期社債 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

小計 5,900 6,053 153 

時価が貸借対

照表計上額を

超えないもの 

国債 － － － 

地方債 － － － 

短期社債 － － － 

社債 6,178 6,178 － 

その他 － － － 

小計 6,178 6,178 － 

合計 12,078 12,231 153 

３．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式(平成 22 年３月 31 日現在) 

 貸借対照表 

計上額(百万円) 

時価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

子会社・子法人等株式、出資金 1,459 1,459 － 

関連法人等株式 － － － 

合計 1,459 1,459 － 

 



 

４．その他有価証券(平成 22 年３月 31 日現在) 

 
種類 

貸借対照表 

計上額(百万円) 

取得原価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

貸借対照表計

上額が取得原

価を超えるも

の 

株式 12,201 8,744 3,457 

債券 174,224 170,845 3,378 

 国債 118,721 116,731 1,989 

 地方債 23,630 23,037 592 

 短期社債 － － － 

 社債 31,872 31,076 795 

その他 1,156 1,097 59 

小計 187,582 180,687 6,895 

貸借対照表計

上額が取得原

価を超えない

もの 

株式 10,763 12,153 △ 1,389 

債券 70,124 70,745 △ 621 

 国債 56,530 57,021 △ 490 

 地方債 4,802 4,897 △ 95 

 短期社債 － － － 

 社債 8,791 8,826 △ 34 

その他 722 836 △ 113 

小計 81,611 83,735 △ 2,124 

合計 269,193 264,423 4,770 

  (注) 非上場株式(3,128 百万円)、その他の証券(18 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握する

ことが極めて困難であることから、上記の「その他有価証券」には含めておりません。 

５．当事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成 21 年４月 1日 至 平成 22 年３月 31 日) 

 売却額(百万円) 売却益の合計額 

(百万円) 

売却損の合計額 

(百万円) 

株式 4,945 682 287 

債券 92,453 1,303 － 

国債 70,936 976 － 

地方債 20,743 311 － 

社債 773 15 － 

その他 792 4 12 

合計 98,190 1,989 299 

(注) 修正受渡日基準を採用しております。 

６．その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時

価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額

とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。 

当事業年度における減損処理額は 565 百万円（全額株式）であります。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、取得原価に対して時価の下落率が 50％以上の銘

柄は、全て減損処理を実施いたします。下落率が 30％以上 50％未満の銘柄については、過去の株価動向、発

行会社の業績の推移等を検討し回復する見込みがあると認められないと判断される銘柄について減損処理を

実施いたします。 

 
 



 

（税効果会計関係） 
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。 

繰延税金資産   

 貸倒引当金損金算入限度額超過額 11,183 百万円 

 減価償却損金算入限度額超過額 439  

 その他 3,417  

繰延税金資産小計 15,039  

評価性引当額 △4,005  

繰延税金資産合計 11,034  

繰延税金負債   

 前払年金費用 △29  

 有形固定資産圧縮積立金 △23  

 その他有価証券評価差額 △1,862  

繰延税金負債合計 △1,916  

繰延税金資産の純額 9,118 百万円 

 

 

  



（単位：百万円）

科　　　　　目 　金        額 科　　　　　目 　金        額

（　資　産　の　部　） （　負　債　の　部　）
38,013 預 金 1,611,715

101,279 譲 渡 性 預 金 35,201

132 借 用 金 24,274

87 外 国 為 替 6

285,322 社 債 13,000

1,313,540 そ の 他 負 債 11,204

2,920 役 員 賞 与 引 当 金 40

6,580 退 職 給 付 引 当 金 43

6,296 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 323

30,880 利 息 返 還 損 失 引 当 金 75

建 物 7,008 睡眠預金払戻損失引当金 58

土 地 22,232 再評価に係る繰延税金負債 5,647

リ ー ス 資 産 179 支 払 承 諾 9,578

建 設 仮 勘 定 2 負 債 の 部 合 計 1,711,168

その他の有形固定資産 1,456 （純　資　産　の　部）
966 資 本 金 19,078

ソ フ ト ウ エ ア 591 資 本 剰 余 金 13,213

リ ー ス 資 産 175 利 益 剰 余 金 33,884

その他の無形固定資産 198 自 己 株 式 △ 207

9,669 株 主 資 本 合 計 65,968

9,578 その他有価証券評価差額金 2,976

△ 17,800 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 0

土 地 再 評 価 差 額 金 6,855

評価・換算差額等合計 9,831

少 数 株 主 持 分 498

純 資 産 の 部 合 計 76,298

1,787,467 負債及び純資産の部合計 1,787,467

リース債権及びリース投資資産

資 産 の 部 合 計

連結貸借対照表（平成22年3月31日現在）

現 金 預 け 金

コールローン及び買入手形

買 入 金 銭 債 権

商 品 有 価 証 券

有 価 証 券

貸 出 金

外 国 為 替

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

繰 延 税 金 資 産



（単位：百万円）

43,813

34,367

貸 出 金 利 息 30,425

有 価 証 券 利 息 配 当 金 3,475
コールローン利息及び買入手形利息 83

預 け 金 利 息 67

そ の 他 の 受 入 利 息 315

3,728

4,446

1,271

37,267

4,415

預 金 利 息 3,523

譲 渡 性 預 金 利 息 180

借 用 金 利 息 375

社 債 利 息 313

そ の 他 の 支 払 利 息 22

2,125

12

23,530

7,183

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,655

そ の 他 の 経 常 費 用 5,527

6,546

127

固 定 資 産 処 分 益 3

償 却 債 権 取 立 益 123

そ の 他 の 特 別 利 益 0

162

固 定 資 産 処 分 損 39

減 損 損 失 122

6,510

766

2,115

2,882

77

3,550

法 人 税 等 合 計

科           目 金    　　　　　　　    額

経 常 収 益

そ の 他 経 常 収 益

そ の 他 業 務 費 用

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

法 人 税 等 調 整 額

平成21年4月 1日から    

平成22年3月31日まで    

資 金 運 用 収 益

そ の 他 業 務 収 益

役 務 取 引 等 収 益

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

特 別 利 益

特 別 損 失

連結損益計算書

当 期 純 利 益

少 数 株 主 利 益

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益

経 常 利 益

法 人 税 、住 民 税 及 び 事 業 税



 

連結財務諸表の作成方針 

 

(1) 子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づい

ております。 

(2) 連結の範囲に関する事項 

連結される子会社及び子法人等   ６社 

 会社名 

   ひめぎんビジネスサービス 株式会社 

   株式会社 ひめぎんソフト 

   ひめぎん総合リース 株式会社 

   株式会社 愛媛ジェーシービー 

   ひめぎんスタッフサポート 株式会社 

   えひめインベストメント 株式会社 

非連結の子会社及び子法人等    ３社 

 会社名 

投資事業有限責任組合えひめベンチャーファンド2004 

えひめガイヤファンド投資事業有限責任組合 

有限会社愛媛シップファイナンスを営業者とする匿名組合 

    非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金

（持分に見合う額）及び繰延ヘッジ損益（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企

業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の

範囲から除外しております。 

なお、合同会社姫原プロパティーズを営業者とする匿名組合は、当該匿名組合に対する議決権の所

有がなくなったため、当連結会計年度より子法人等から除外しております。 

(3) 持分法の適用に関する事項 

持分法適用の非連結の子会社及び子法人等  ３社 

 会社名 

   投資事業有限責任組合えひめベンチャーファンド 2004 

えひめガイヤファンド投資事業有限責任組合 

有限会社愛媛シップファイナンスを営業者とする匿名組合 

(4) 連結される子会社及び子法人等の事業年度に関する事項 

連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。 

３月末日 ６社 

(5) 連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価に関する事項 

  連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。 

 



 

会計処理基準に関する事項 

(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っておりま

す。 

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法 

(ィ) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その

他有価証券のうち時価のある株式等については連結決算期末月１カ月の市場価格等の平均に基づい

て算定された額により、また、それ以外については連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却

原価は主として移動平均法により算定）、時価を把握することが極めて困難と認められるものについ

ては移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価

差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

(ロ) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価    

証券の評価は、時価法により行っております。 

(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

 (4) 減価償却の方法 

  ①有形固定資産（リース資産を除く） 

    当行の有形固定資産の減価償却は、定率法（ただし、平成 10年４月１日以後に取得した建物（建物

附属設備を除く。）については定額法）を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

     建 物  ３８年～５０年 

   その他   ３年～２０年 

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主と

して定率法により償却しております。 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、当

行並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として５年）に基づいて償却して

おります。 

  ③リース資産 

    所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産｣及び「無形固定資産」中のリース資

産は、リース期間を耐用年数とした定額法によっております。なお、残存価額については、リース契

約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

 (5) 貸倒引当金の計上基準   

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。  

    破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る

債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以

下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回

収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後

経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権につい

ては、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、

債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき

計上しております。 

    すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、本部査定部署

が２次査定を実施した後、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定

結果に基づいて上記の引当を行っております。 



 

   なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及

び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額

しており、その金額は当行１５,７４６百万円、連結される子会社及び子法人等６０１百万円でありま

す。 

   連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案し

て必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額をそれぞれ引き当てております。 

 (6) 役員賞与引当金の計上基準 

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、

当連結会計年度に帰属する額を計上しております。 

(7) 退職給付引当金の計上基準 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異

の費用処理方法は以下のとおりであります。 

過去勤務債務   その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による

定額法により費用処理 

数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数

（５年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計

年度から費用処理 

（会計方針の変更） 

   当連結会計年度末から「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第 19 号

平成 20年７月 31日）を適用しております。 

   なお、従来の方法による割引率と同一の割引率を使用することとなったため、当連結会計年度の連

結財務諸表に与える影響はありません。 

 (8) 役員退職慰労引当金の計上基準 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支

給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。 

 (9) 利息返還損失引当金の計上基準 

利息返還損失引当金は、将来の利息返還損失に備えるため、過去の返還実績を踏まえ、かつ最近の

返還状況を考慮する等により、返還額を合理的に見積もり、計上しております。 

 (10) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

    睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるた

め、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 

 (11) 外貨建資産・負債の換算基準 

当行の外貨建資産・負債については、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

 (12) リース取引の処理方法 

当行並びに連結される子会社及び子法人等の所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リー

ス取引開始日が平成 20年４月１日前に開始する連結会計年度に属するものについては、通常の賃貸借

取引に準じた会計処理によっております。 

 (13) 重要なヘッジ会計の方法 

  (ィ) 金利リスク・ヘッジ 

当行のヘッジ会計の方法は、一部の資産・負債に金利スワップの特例処理を行っております。 

  (ロ) 為替変動リスク・ヘッジ 

当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業にお

ける外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査

委員会報告第 25号。以下「業種別監査委員会報告第25 号」という。）に規定する繰延ヘッジによって



 

おります。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する

目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金

銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッ

ジの有効性を評価しております。 

 (14) 消費税等の会計処理 

当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、主として税抜方式

によっております。 

 

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

（持分法に関する会計基準） 

「持分法に関する会計基準（企業会計基準第 16号平成 20年３月 10日公表分）及び「持分法適用関連会

社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第 24 号平成 20 年３月 10 日）が平成 22 年 3 月 31 日

以前に開始する連結会計年度から適用できることになったことに伴い、当連結会計年度から同会計基準及

び同実務対応報告を適用しております。これによる損益への影響はありません。 

 

 

会計方針の変更 

（金融商品に関する会計基準） 

  当連結会計年度末から「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号平成 20 年３月 10 日）及び

「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 19 号平成 20 年３月 10 日）を適

用しております。これによる財務諸表への影響は軽微であります。 

 

 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

１．貸出金のうち、破綻先債権額は５,２０６百万円、延滞債権額は３８,５５０百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元

本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行

った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 40年政令第 97

号）第 96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金

であります。 

 また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図

ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

２．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は７８４百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している

貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

３．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は８,９２９百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、     

利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先

債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

４．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は５３,４７０百万

円であります。 

なお、上記１．から４．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

５．手形割引は、業種別監査委員会報告第 24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け

入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有してお



 

りますが、その額面金額は１２,８３７百万円であります。 

６．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

   有価証券        ２,４２１百万円 

担保資産に対応する債務 

   預  金        ２,５９１百万円 

     上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券    

４１,１２０百万円を差し入れております。 

     また、その他資産のうち保証金は２３０百万円であります。 

７．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場

合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契

約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、１８０,９７８百万円であります。このうち契約残

存期間が１年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）が１８０,３２７百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが

必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものでは

ありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、

当行並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をす

ることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等

の担保を徴求するほか、契約後も定期的に（半年毎に）予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を

把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

８．土地の再評価に関する法律（平成 10年３月 31日公布法律第 34号）に基づき、事業用の土地の再評価を

行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債

の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

  再評価を行った年月日          平成 10 年３月 31 日 

  同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年３月 31 日公

布政令第119号）第２条第４号に定める地価税法第 16条に

規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額

を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法に基づ

いて奥行価格補正等合理的な調整を行って算出。 

          同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額は当該事業用

土地の再評価後の帳簿価額の合計額を９,９６９百万円下回っております。 

９．有形固定資産の減価償却累計額         １９,２０２百万円 

10．有形固定資産の圧縮記帳額            １,３８４百万円 

11．借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金     

１２,３００百万円が含まれて下ります。 

12．社債は、劣後特約付社債１３,０００百万円であります。 

13．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証

債務の額は５,２９８百万円であります。 

14．１株当たりの純資産額   ４２７円５７銭 

15．連結貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機の一部及びその周辺機器ほかについては、所有

権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。 

 

 

 

 

 



 

16．当連結会計年度末の退職給付債務等は以下のとおりであります。 

退職給付債務  △7,920 百万円  

年金資産（時価） 7,181  

未積立退職給付債務  △738  

会計基準変更時差異の未処理額 －  

未認識数理計算上の差異 768  

未認識過去勤務債務  －  

連結貸借対照表計上額の純額 29  

 前払年金費用  73  

 退職給付引当金  △43  

17．連結自己資本比率（国内基準） ９.３０％ 

 

 

（連結損益計算書関係） 

１．「その他の経常費用」には、貸出金償却３ ,６４０百万円、株式等償却５６５百万円、株式等売却損    

２８７百万円を含んでおります。 

２．１株当たり当期純利益金額  ２０円０２銭 

３．継続的な地価の下落等により、以下の資産グループについて帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減

少額１２２百万円を減損損失として特別損失に計上しております。 

地域 主な用途 種類 減損損失 

中四国地域 遊休資産 土地 122 百万円  

資産のグルーピングの方法は、管理会計上の最小区分である営業店単位（ただし出張所は母店にグル

ーピング）で行っております。 

資産のグループの回収可能額は正味売却価額により測定しており、「不動産鑑定評価基準」(国土交通

省平成 14年７月３日)に準拠して評価した額から処分費用見込額を控除して算定しております。 

 
 
（有価証券関係） 

連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」、及び「現金預け金」中の譲渡性預け金が含ま

れております。 

１．売買目的有価証券(平成 22年３月 31日現在) 

   当連結会計年度の損益に含まれ

た評価差額(百万円) 

売買目的有価証券 1 

 



 

２． 満期保有目的の債券(平成 22年３月 31日現在) 

 
種類 

連結貸借対照表 

計上額(百万円) 

時価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

国債 － － － 

地方債 5,900 6,053 153 

短期社債 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

時価が連結貸

借対照表計上

額を超えるも

の 

小計 5,900 6,053 153 

国債 － － － 

地方債 － － － 

短期社債 － － － 

社債 6,188 6,188 － 

その他 － － － 

時価が連結貸

借対照表計上

額を超えない

もの 

小計 6,188 6,188 － 

合計 12,088 12,241 153 

３．その他有価証券(平成 22 年３月 31 日現在) 

 
種類 

連結貸借対照表 

計上額(百万円) 

取得原価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

株式 12,597 8,987 3,610 

債券 174,224 170,845 3,378 

 国債 118,721 116,731 1,989 

 地方債 23,630 23,037 592 

 短期社債 － － － 

 社債 31,872 31,076 795 

その他 1,156 1,097 59 

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

るもの 

小計 187,978 180,930 7,048 

株式 10,886 12,292 △ 1,405 

債券 70,124 70,745 △ 621 

 国債 56,530 57,021 △ 490 

 地方債 4,802 4,897 △ 95 

 短期社債 － － － 

 社債 8,791 8,826 △ 34 

その他 737 854 △ 117 

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

ないもの 

小計 81,748 83,892 △ 2,144 

合計 269,726 264,823 4,903 

  (注) 非上場株式(3,133百万円)、その他の証券(373 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握

することが極めて困難であることから、上記の「その他有価証券」には含めておりません。 



 

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成 21年４月 1日 至 平成 22年３月 31日) 

 売却額 

(百万円) 

売却益の合計額 

(百万円) 

売却損の合計額 

(百万円) 

株式 4,945 682 287 

債券 92,453 1,303 － 

国債 70,936 976 － 

地方債 20,743 311 － 

社債 773 15 － 

その他 792 4 12 

合計 98,190 1,989 299 

(注) 修正受渡日基準を採用しております。 

５．減損処理を行った有価証券 

その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、

時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対

照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）し

ております。 

当連結会計年度における減損処理額は 565 百万円（全額株式）であります。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、取得原価に対して時価の下落率が 50％以上

の銘柄は、全て減損処理を実施いたします。下落率が 30％以上 50％未満の銘柄については、過去の株価動

向、発行会社の業績の推移等を検討し回復する見込みがあると認められないと判断される銘柄について減

損処理を実施いたします。 

 


